
お 亡 くな りにな られ た ら
長崎市コールセンター 〔あじさいコール〕 S  095- 822- 8888 (長 崎市役所代表)

※内容は令和4年1月現在の代表的なものです。下記以外にも手続 きが必要な場合があ ります。
※市民サー ビスコーナーでは、これ らの手続 きは行 ってお りません。

平安社 長 崎 斎 場
ITS 手続 き内容 対 象 手続 き窓 口 手続 きに必要な物

死 亡 届 死 亡 され た 場 合
地 域 セ ン タ ー 、
事 務 所 、 地 区 事 務 所

死 亡 届 書

世 帯 主 変 更 届
( 残 りの 世 帯 員 が 2 名 以

上 の 場 合 )

世 帯 主 が
死 亡 した 場 合

届 出 人 の 本 人 確 認 書 類
※ 代 理 人 が 手 続 き をす る場 合 は 、 委 任

状 が 必 要 で す 。

国 民 健 康 保 険 の 資 格 喪 失 、
葬 祭 費 請 求 手 続 き

国 民 健 康 保 険
加 入 者

地 域 セ ン ター 、
事 務 所 、 地 区 事 務 所

被 保 険 者 証 、 マ イ ナ ンバ ー が 確 認 で き
る も の (世 帯 主 が 変 更 に な る場 合 ) 、
葬 祭 執 行 者 名 義 の 預 金 通 帳 、 葬 祭 を
行 った 証 明 (例 : 会 葬 御 礼 、 葬 儀 領 収
証 、 死 体 の 埋 火 葬 許 可 証 、 火 葬 領 収 証
※ い ず れ も死 亡 者 名 、 葬 祭 執 行 者 名 が
記 載 され た も の )

介 護 保 険 被 保 険 者 証 等 の
返 還

介 護 保 険 被 保 険 者
地 域 セ ン タ ー 、
事 務 所 、 地 区 事 務 所

介 護 保 険 被 保 険 者 証
介 護 保 険 負 担 割 合 証 等 ( お 持 ち の か た
の み )

後 期 高 齢 者 医 療 被 保 険 者
証 の 返 還 、 葬 祭 費 請 求 手
続 き

後 期 高 齢 者 医 療 保 険
加 入 者

地 域 セ ン タ ー 、
事 務 所 、 地 区 事 務 所

被 保 険 者 証 、 葬 祭 執 行 者 名 義 の 預 金 通
帳 、 葬 祭 を行 っ た 証 明 (例 : 会 葬 御
礼 、 葬 儀 領 収 証 、 死 体 の 埋 火 葬 許 可
証 、 火 葬 領 収 証 ※ い ず れ も死 亡 者 名 、
葬 祭 執 行 者 名 が 記 載 され た もの )

印 鑑 登 録 証 の 返 還 印 鑑 登 録 者
地 域 セ ン ター 、
事 務 所 、 地 区事 務 所

印 鑑 登 録 証

国 民 年 金 の 給 付 手 続 き
国 民 年 金 加 入 者 ・
受 給 者

年 金 の 種 類 に よ っ て 次 の① (2)
の ど ち らか に な りま す 。
① 年 金 事 務 所
② 住 民情 報 課 ( 本 館 1 階 )

年 金 の 種 類 に よ っ て 違 い ま す の で 、
長 崎 南 年 金 事 務 所

(0 825- 8707) へ お 尋 ね くだ さ い

被 爆 者 健 康 手 帳 の 返 還 ・
葬 祭 料 申 請 手 続 き

被 爆 者 健 康 手 帳
所 持 者

地 域 セ ン ター

被 爆 者 健 康 手 帳 、 手 当証 書 、 死 亡 診 断
書 写 し、 申 請 者 が 葬 祭 を行 っ た 証 明

(例 : 会 葬 御 礼 ハ ガ キ 、 葬 儀 領 収 書 、
死 体 の 埋 火 葬 許 可 証 、 火 葬 領 収 証 ※ い
ず れ も死 亡 者 名 、 葬 祭 執 行 者 名 が 記 載
され た も の ) 申 請 者 名 義 の 普 通 預 金 通
帳 ※ 葬 祭 執 行 者 以 外 の 申請 は 委 任 状 が

必 要 。 詳 し くは 援 護 課 (8 829- 1149)

第 一 種 健 康 診 断 受 診 者 証
の 返 還

第 一 種 健 康 診 断 受 診
者 証 所 持 者

地 域 セ ン タ ー 第 一 種 健 康 診 断 受 診 者 証

第 二 種 健 康 診 断 受 診 者
証 、 被 爆 体 験 者 精 神 医 療
受 給 者 証 の 失 権 届

第 二 種 健 康 診 断 受 診
者 証 、 被 爆 体 験 者 精
神 医 療 受 給 者 証 所 持
者

地 域 セ ン ター 、
事 務 所 、地 区事 務 所

第 二 種 健 康 診 断 受 診 者 証 、
被 爆 体 験 者 精 神 医 療 受 給 者 証

① 原 付 バ イ ク 等
② 軽 自動 車
③ 軽 二 輪 ・小 型 自動 二 輪

の 廃 車 ま た は 名 義 変 更

車 両 の 所 有 者
( 納 税 義 務 者 )

① 原付バ イ ク等 : 地域 セ ンター 、
黒崎 ・池島 ・長浦事 務所

② 軽 自動車 : 軽 自動車検 査協会
長崎事 務所

③軽 二輪 ・小型 自動二輪 : 長崎
運輸 支局

① 市 民 税 課 ( 方 829- 1133)
② 軽 自動 車 検 査 協 会 長 崎 事 務 所

(0 050- 3816- 1755)
③ 長 崎 運 輸 支 局 (ほ 050- 5540- 2083)
へ お 尋 ね くだ さ い

固 定 資 産 税 に 関 す る 「相
続 人 代 表 者 指 定 届 書 ・現
所 有 者 に 関 す る 申 告 書 」
の 提 出

土 地 ・家 屋 の 所 有 者
• 納 税 義 務 者

地 域 セ ン ター 、
※ 中 央 地 域 セ ン タ ー は

⑬ ⑭ 窓 口

届 出 人 の 本 人 確 認 書 類
詳 し くは 資 産 税 課 (6 829- 1131)
へ お 尋 ね くだ さ い

相 続 人 代 表 者 指 定 届 出 書
の 提 出

市 ・県 民 税 の 納 税 義
務 者

市 民 税 課 (本 館 2 階 )
詳 し くは 市 民 税 課 (0 829- 1427)
へ お 尋 ね くだ さ い

【注意】
死亡 されたかたの住民基本台帳カー ド・マイナ ンバー通知カー ド・マイナ ンバーカー ドについては返還の義務はあ りません。マイナンバー
通知カー ド・マイナ ンバーカー ドを返還 され る場合は、死亡後の様 々な手続 きにマイナ ンバー (個人番号) を求め られ る可能性があるため、
各種手続 きを終 えてか ら返還 くだ さいますようお願 いいた します。



/ 欄 手続 き内容 対 象 手続 き窓口 手続 きに必要な物

児童手 当の消滅届 " 認定
請求 (受給者変更) 、未
支払請求

受給者 または対象
児童

地域セ ンター、
事務所、地 区事務所

子 ども福祉 医療費受給者
等変更届 または喪失届

ひ と り親家庭福祉医療資
格認定申請 ・変更届 ・喪
失届 受給者 または対象児

童 、ひ と り親 家庭等
該 当者

子育て支援課 ( £5829- 1270) へお尋ね
くだ さい

※児童手 当は死亡 日の翌 日か ら15 日以
内に届出が必要です

児童扶養手 当認定請求 ・
資格喪失 • 受給者死亡
届 ・額改定届等 地域セ ンター 、事務所

特別児童扶養手 当認定請
求 (受給者変更) • 資格
喪失 • 受給者死亡届等

受給者 または対象
児童

交通遺児教育手当認定請求

交通事故により、父また
は母等が死亡 した小学校
または中学校に就学する
交通遺児の保護者

子育て支援課 (別館 1 階)

寡婦福祉 医療費の 申請 60歳代の寡婦 地域 セ ンター

保育所及び認定 こども園
の退所届 又は保護者変更

保育所及 び認定 こど
も園入所児童 又は入
所児童の保護者

地域セ ンター 、 事務所
幼児課 (ほ829- 1142) へ
お尋ね くだ さい

幼稚園の退園手続 き又は
保護者変更

幼稚 園入園児童 又は
入園児童の保護者 各幼稚園 各幼稚園へ お尋ね くだ さい

障害者手帳の返還 障害手帳所持者

地域セ ンター、事務所

手帳 、手帳所持者の印鑑 (精神障
害者保健福祉手帳のみ)

福祉 医療 受給者証の返還
障害手帳所持者 の う
ち該 当者

受給者

障害福祉サー ビス ・通所
受給者証 ・地域生活支援
事 業受給者証の返還

障害手帳所持者 の う
ち該 当者 (難病 のか
た含む)

地域セ ンター 、事務所 障害福祉課 ( 8 829- 114 1) へ
お尋ね くだ さい

上下水道の廃止又は名義
変更 上下水道使用者

上下水道局料金サー ビス課
料金受付セ ンター (S 829-
1207) 、各上下水道事務所

［口座振替 申込 を行 う場合］
預金通帳 、金融機関への届出印

生活保護の変更 申請 生活保護受給者
生活福祉 1 ・2 課 (別館 3 階) 、
東 ・南 ・北総合事務所地域福
祉課

生活福祉1 ・2課 (ほ829- 1144) へ
お尋ね くだ さい

市営住宅同居者異動届
(入居名義人が亡 くな ら
れた場合は市営住 宅入居
承継承認 申請書が必要 )

市営住宅居住者

長崎市営住宅指定管理者
( 桜 町第 2 別館 1 階、三重地
域 セ ンター 1 階、南総合事務
所 2 階)
一部の地域 セ ンター (香焼 ・
伊王島 • 高島 ・野母崎 ・外
海 ・三和 ・琴海)
事務所 (池島 ・黒崎のみ)

亡 くな られたかたの住民票 (本籍 ・続
柄 ・死亡記載の あるもの) ※入居承継
承認 申請書の場合は、指定管理者へ お
尋ね くだ さい

し尿汲取 りの届出
(廃止 ・世帯 員減 な ど)

し尿汲取 り利用者
地 区別 し尿業者へ
電話連絡

特にあ りません

パ スポー ト (旅券) の
失効手続 き

有 効 期 間 中の パ ス
ポ ー ト ( 旅 券 ) を
お持 ちの か た

消費者セ ンター
( 築 町3- 18 メル カっ きま ち

4  階 3 829- 1550)

パスポー ト (旅券) 、亡 くな った こと
が確認 で きる書類 (会葬御礼、戸籍 、
住民票な ど)

農地の相続等の届出
長 崎 市 内 の 農 地 を
相 続 し、 相 続 登 記
を した か た

農 業委 員会 ( 金 屋 町9- 3 金 屋
町別館2階 3 820- 6561) 農業委員会事務局へ お尋ね くだ さい

森林の相続等の届 出
長 崎 市 内 の 森 林 を
相 続 した か た

農林 振 興課 ( 金屋 町9- 3 金屋
町別館5階 8 820- 6564)

農林振興課へお尋ね くだ さい


